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市川市条例第  号 

市川市使用料条例の一部を改正する条例 

市川市使用料条例（平成１１年条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

別表第７中 

「野球場照明使用料 

１ 時 間 当 た り の 額 ６,０００円 

  備考 照明の使用時間に１時間未満の端数が生じた場合において、当該 

端数が３０分未満であるときはこれを切り捨て、当該端数が３０分以 

上であるときはこれを１時間とする。               」 

を削る。 

附 則 

 この条例は、平成２２年１１月１日から施行する。 



理  由 

 

国府台公園野球場の照明設備が老朽化したため、これを撤去することに伴

い、照明使用料に関する規定を削る必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 


